
消防危第 21 号 

平成 5 年 3 月 24 日 

  各都道府県消防主管部長 殿 

消防庁危険物規制課長 

確認試験の結果に基づく危険物の判定について(通知) 

 確認試験の結果に基づく危険物の判定については、「確認試験の結果に基づく危

険物の判定について(通知)」(平成 4 年 3 月 31 日付け消防危第 28 号各都道府県消

防主管部長あて消防庁危険物規制課長通知。以下「28 号通知」という。)において御

指導願っているところである。 

 今般、確認試験結果の報告様式を別添 1 のように改めることとした。ついては、今

後、確認試験に基づき危険物の判定を行う場合の提出書類については、これを参考

に指導されるようお願いする。このことに伴い、28 号通知は廃止する。 

 また、平成元年 11 月に消防庁において構築し、運用を行っている危険物データベ

ースに事業者が危険物等の登録を申請するための「確認試験結果報告書(データベ

ース登録用)」の様式についても別添 2 のとおり変更したので、あわせて送付する。 

 貴職におかれては、その運用に遺漏のないよう配慮されるとともに、管下市町村に

対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。 
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